
- 1 - 

目  次 

第１号（５月１２日） 

告  示    １ 

応招議員    １ 

議事日程    ２ 

本日の会議に付した事件    ３ 

出席議員    ４ 

欠席議員    ４ 

事務局職員出席者    ４ 

説明のため出席した者の職氏名    ５ 

開  会    ５ 

 仮議席の指定    ５ 

 議長の選挙    ７ 

 議席の指定    ９ 

 会議録署名議員の指名    ９ 

 会期の決定   １０ 

 副議長の選挙   １０ 

 常任委員会委員の選任   １１ 

 議会運営委員会委員の選任   １２ 

 議会広報編集特別委員会委員の選任   １３ 

 水俣芦北広域行政事務組合議会議員の選挙   １４ 

 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙   １５ 

 承認第１号 令和４年度津奈木町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を求 

       めることについて   １５ 

 承認第２号 令和４年度津奈木町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）の専 

       決処分の承認を求めることについて   １７ 

 承認第３号 令和４年度津奈木町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）の 

       専決処分の承認を求めることについて   １８ 

 承認第４号 令和４年度津奈木町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）の専決処 

       分の承認を求めることについて   １９ 

 承認第５号 令和４年度津奈木町恒久対策事業特別会計補正予算（第３号）の専決処 

       分の承認を求めることについて   ２１ 



- 2 - 

 承認第６号 津奈木町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることに 

       ついて   ２１ 

 承認第７号 令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求 

       めることについて   ２２ 

 承認第８号 令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求 

       めることについて   ２３ 

 同意第３号 津奈木町監査委員の選任同意について   ２５ 

 報告第１号 津奈木町一般会計繰越明許費の繰越計算書の報告について   ２５ 

 報告第２号 津奈木町簡易水道事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報告について 

         ２６ 

 報告第３号 津奈木町恒久対策事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報告について 

         ２６ 

 議員派遣の件   ２７ 

 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件   ２８ 

 総務振興常任委員会の閉会中の継続調査の件   ２８ 

 教育住民常任委員会の閉会中の継続調査の件   ２８ 

閉  会   ２８ 

終  了   ２９ 

署  名   ３０ 



- 1 - 

津奈木町告示第36号 

 令和５年第１回津奈木町議会臨時会を次のとおり招集する。 

    令和５年４月26日 

                                津奈木町長 山田 豊隆 

１ 期 日  令和５年５月12日 

２ 場 所  津奈木町議会本会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

林田 廣美君          平野 和信君 

大川 貴哉君          新立 啓介君 

宮嶋 弘行君          本山 真吾君 

澤井 静代君          久村 昌司君 

川野 雄一君          栁迫 好則君 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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令和５年 第１回（臨時）津 奈 木 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和５年５月12日（金曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和５年５月12日  午前10時00分開会 

 日程第１ 仮議席の指定 

 日程第２ 議長の選挙 

 追加日程第１ 議席の指定 

 追加日程第２ 会議録署名議員の指名 

 追加日程第３ 会期の決定 

 追加日程第４ 副議長の選挙 

 追加日程第５ 常任委員会委員の選任 

 追加日程第６ 議会運営委員会委員の選任 

 追加日程第７ 議会広報編集特別委員会委員の選任 

 追加日程第８ 水俣芦北広域行政事務組合議会議員の選挙 

 追加日程第９ 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

 追加日程第10 承認第１号 令和４年度津奈木町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承

認を求めることについて 

 追加日程第11 承認第２号 令和４年度津奈木町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

の専決処分の承認を求めることについて 

 追加日程第12 承認第３号 令和４年度津奈木町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）

の専決処分の承認を求めることについて 

 追加日程第13 承認第４号 令和４年度津奈木町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）の

専決処分の承認を求めることについて 

 追加日程第14 承認第５号 令和４年度津奈木町恒久対策事業特別会計補正予算（第３号）の

専決処分の承認を求めることについて 

 追加日程第15 承認第６号 津奈木町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについて 

 追加日程第16 承認第７号 令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承

認を求めることについて 

 追加日程第17 承認第８号 令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承
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認を求めることについて 

 追加日程第18 同意第３号 津奈木町監査委員の選任同意について 

 追加日程第19 報告第１号 津奈木町一般会計繰越明許費の繰越計算書の報告について 

 追加日程第20 報告第２号 津奈木町簡易水道事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報告に

ついて 

 追加日程第21 報告第３号 津奈木町恒久対策事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報告に

ついて 

 追加日程第22 議員派遣の件 

 追加日程第23 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

 追加日程第24 総務振興常任委員会の閉会中の継続調査の件 

 追加日程第25 教育住民常任委員会の閉会中の継続調査の件 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 仮議席の指定 

 日程第２ 議長の選挙 

 追加日程第１ 議席の指定 

 追加日程第２ 会議録署名議員の指名 

 追加日程第３ 会期の決定 

 追加日程第４ 副議長の選挙 

 追加日程第５ 常任委員会委員の選任 

 追加日程第６ 議会運営委員会委員の選任 

 追加日程第７ 議会広報編集特別委員会委員の選任 

 追加日程第８ 水俣芦北広域行政事務組合議会議員の選挙 

 追加日程第９ 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

 追加日程第10 承認第１号 令和４年度津奈木町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承

認を求めることについて 

 追加日程第11 承認第２号 令和４年度津奈木町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

の専決処分の承認を求めることについて 

 追加日程第12 承認第３号 令和４年度津奈木町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）

の専決処分の承認を求めることについて 

 追加日程第13 承認第４号 令和４年度津奈木町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）の

専決処分の承認を求めることについて 
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 追加日程第14 承認第５号 令和４年度津奈木町恒久対策事業特別会計補正予算（第３号）の

専決処分の承認を求めることについて 

 追加日程第15 承認第６号 津奈木町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについて 

 追加日程第16 承認第７号 令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承

認を求めることについて 

 追加日程第17 承認第８号 令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承

認を求めることについて 

 追加日程第18 同意第３号 津奈木町監査委員の選任同意について 

 追加日程第19 報告第１号 津奈木町一般会計繰越明許費の繰越計算書の報告について 

 追加日程第20 報告第２号 津奈木町簡易水道事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報告に

ついて 

 追加日程第21 報告第３号 津奈木町恒久対策事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報告に

ついて 

 追加日程第22 議員派遣の件 

 追加日程第23 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

 追加日程第24 総務振興常任委員会の閉会中の継続調査の件 

 追加日程第25 教育住民常任委員会の閉会中の継続調査の件 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 林田 廣美君       ２番 平野 和信君 

３番 大川 貴哉君       ４番 新立 啓介君 

５番 宮嶋 弘行君       ６番 本山 真吾君 

７番 澤井 静代君       ８番 久村 昌司君 

９番 川野 雄一君       10番 栁迫 好則君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 山下 浩一君                 
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────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  山田 豊隆君   副町長  林田 三洋君 

教育長  塩山 一之君   総務課長  財部 大介君 

政策企画課長  荒川 隆広君   建設課長  下川 秀美君 

農林水産課長  坂本 輝一君   住民課長  諌山 吉光君 

ほけん福祉課長  葦浦 祐一君   教育課長  永松 伸也君 

会計課長  岡松 辰哉君                      

 

午前10時00分開会 

○事務局長（山下 浩一君）  皆様、おはようございます。議会事務局長の山下でございます。ど

うぞよろしくお願い致します。 

 本臨時会は、４月の一般選挙後、初めての議会でございます。本会議において、地方自治法第

１０３条の規定により議長の選挙を行うため、同法第１０７条の規定により、議場に出席されて

いる議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行っていただくことになります。 

 それでは、年長の議員であります平野和信議員を御紹介します。平野議員は議長席へお願い致

します。 

〔臨時議長 平野 和信君議長席に着く〕 

○臨時議長（平野 和信君）  平野和信でございます。地方自治法第１０７条の規定によって、臨

時に議長の職務を務めさせていただきます。議事運営がスムーズに運びますよう皆様方の御協力

をお願い申し上げます。 

 ただいまから、令和５年第１回津奈木町議会臨時会を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．仮議席の指定 

○臨時議長（平野 和信君）  日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま着席の議席とします。 

 ここで、町長からの発言の申出があっておりますので、これを許します。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  皆さん、おはようございます。議長よりお許しを頂きましたので、一言

御挨拶を申し上げます。 

 皆様方には、４月の町議会議員選挙におきまして、めでたく御当選をなされ、誠におめでとう

ございます。お二人の新たな議員と８名の再選を果たされました議員諸侯で、新たなる議会構成



- 6 - 

をつくっていただき、津奈木町民の負託に応え、本町発展のため御尽力頂きますよう、心からお

願い申し上げます。 

 さて、本日、令和５年第１回津奈木町議会臨時会を招集致しましたところ、議員の皆様全員、

本臨時会に御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 ３年以上にわたった新型コロナウイルス感染症も、５月８日付をもって、季節性インフルエン

ザと同じ５類へと移行され、併せて、ＷＨＯも緊急事態宣言の終了を発表致しました。これによ

り、多くの規制が解かれ、平常時へと転換されることとなります。 

 本町におきましても、災害とコロナ禍で疲弊した経済を取り戻すべく、ここにいらっしゃいま

す議員の皆様と共に、町の活性化に向け、活発に政策や方針を論議することが急務となります。

第７次水俣芦北地域振興計画も、本年度がちょうど折り返しの年となります。 

 津奈木町の発展と、住民の幸せのために、お力をお貸し頂きますよう、どうぞよろしくお願い

致します。 

 今回、執行部より本臨時会に上程致しました案件は、補正予算及び条例の専決処分等でござい

ます。十分なる御審議をお願い申し上げまして、御挨拶に代えさせていただきます。よろしくお

願いを致します。 

○臨時議長（平野 和信君）  次に、執行部の紹介を致します。名前を呼びますので、御起立の上、

各自御挨拶をお願いします。 

 副町長、林田三洋君。 

○副町長（林田 三洋君）  林田三洋です。よろしくお願いします。 

○臨時議長（平野 和信君）  教育長、塩山一之君。 

○教育長（塩山 一之君）  塩山一之です。どうぞよろしくお願い致します。 

○臨時議長（平野 和信君）  総務課長、財部大介君。 

○総務課長（財部 大介君）  財部大介です。よろしくお願い致します。 

○臨時議長（平野 和信君）  政策企画課長、荒川隆広君。 

○政策企画課長（荒川 隆広君）  荒川隆広です。よろしくお願いします。 

○臨時議長（平野 和信君）  農林水産課長、坂本輝一君。 

○農林水産課長（坂本 輝一君）  坂本輝一です。よろしくお願い致します。 

○臨時議長（平野 和信君）  建設課長、下川秀美君。 

○建設課長（下川 秀美君）  下川秀美です。よろしくお願い致します。 

○臨時議長（平野 和信君）  会計課長、岡松辰哉君。 

○会計課長（岡松 辰哉君）  岡松辰哉です。よろしくお願い致します。 

○臨時議長（平野 和信君）  ほけん福祉課長、葦浦祐一君。 
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○ほけん福祉課長（葦浦 祐一君）  葦浦祐一です。よろしくお願い致します。 

○臨時議長（平野 和信君）  住民課長、諌山吉光君。 

○住民課長（諌山 吉光君）  諌山吉光です。よろしくお願いします。 

○臨時議長（平野 和信君）  教育課長、永松伸也君。 

○教育課長（永松 伸也君）  永松伸也です。よろしくお願い致します。 

○臨時議長（平野 和信君）  以上で、執行部の紹介を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．議長の選挙 

○臨時議長（平野 和信君）  日程第２、議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（平野 和信君）  ただいまの出席議員は１０名です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第２９条第２項の規定により、立会人に、林田廣美君、

大川貴哉君を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配付〕 

○臨時議長（平野 和信君）  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。したがって、投票

用紙の記載欄には、当選人とすべき議員１人の氏名をお書きください。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（平野 和信君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱の点検を行います。 

〔投票箱点検〕 

○臨時議長（平野 和信君）  異状ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（平野 和信君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。職員が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票をお願

いします。事務局長。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 １番  林田 廣美議員      ２番  平野 和信議員 

 ３番  大川 貴哉議員      ４番  新立 啓介議員 
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 ５番  宮嶋 弘行議員      ６番  本山 真吾議員 

 ７番  澤井 静代議員      ８番  久村 昌司議員 

 ９番  栁迫 好則議員     １０番  川野 雄一議員 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○臨時議長（平野 和信君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（平野 和信君）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 これから開票を行います。林田廣美君、大川貴哉君、立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○臨時議長（平野 和信君）  選挙の結果を報告します。 

 投票総数１０票、有効投票数１０票、無効投票数はゼロです。有効投票のうち、栁迫好則君が

１０票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、栁迫好則君が議長に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○臨時議長（平野 和信君）  ただいま議長に当選されました栁迫好則君が議場におられます。会

議規則第３０条第２項の規定によって、本席から当選の告知をします。登壇の上、議長当選承諾

の御挨拶をお願いします。栁迫好則君。 

○議員（仮議席９番 栁迫 好則君）  一言、御挨拶を申し上げます。 

 このたび、議員の皆様方の御推挙に賜り、議長としての要職を担うことになりました。議長の

要職の大変さ、責任の重大さは十分に理解しているつもりではありますが、改めて身の引き締ま

る思いであります。 

 微力ではありますが、議員の皆様方の御理解を得ながら、円滑な議会運営と議会のさらなる活

性化に努めてまいります。また、議会と執行部が両輪となって、住みたくなるまちづくり実現に

向け進むことが、住民の負託に応えることにつながるものと確信しております。 

 どうぞ今後とも、議員各位また町長をはじめとする執行部各位の御支援、御協力を賜りますよ

う心からお願い申し上げて、就任の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

（拍手） 

○臨時議長（平野 和信君）  ただいま新議長の挨拶が終わりました。 

 以上をもちまして、臨時議長の職務を全部終了しました。皆様、御協力ありがとうございまし

た。 

 ここで、議長を交代致します。栁迫好則議長、議長席へお着き願います。 
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〔臨時議長退席、議長着席〕 

○議長（栁迫 好則君）  早速ではありますが、議長の席に着かさせていただきます。大変緊張し

ておりますが、議事運営がスムーズに運びますよう、皆様方の御協力を心からお願い申し上げま

す。 

 議事日程の追加を行います。 

 お諮りします。追加議事日程（第１号の１）、日程第１、議席の指定から日程第２１、津奈木

町恒久対策事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報告についてまでを議事日程に追加したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、追加議事日程（第１号の１）、日程

第１、議席の指定から日程第２１、津奈木町恒久対策事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報

告についてまでを追加議事日程とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１．議席の指定 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第３条第１項の規定によって、議長において指定します。議員諸君の氏名と

その議席番号を事務局長に朗読させます。 

○事務局長（山下 浩一君）  朗読します。 

 １番、林田廣美議員、２番、平野和信議員、３番、大川貴哉議員、４番、新立啓介議員、５番、

宮嶋弘行議員、６番、本山真吾議員、７番、澤井静代議員、８番、久村昌司議員、９番、川野雄

一議員、１０番、栁迫好則議員。 

 以上です。 

○議長（栁迫 好則君）  ただいま朗読したとおり議席を指定します。 

 議席移動のため、暫時休憩します。 

午前10時24分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時24分再開 

○議長（栁迫 好則君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２．会議録署名議員の指名 

○議長（栁迫 好則君）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、１番、林田廣美君、２番、平野和信君
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を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第３．会期の決定 

○議長（栁迫 好則君）  日程第３、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日の１日間としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日の１日間とすることに決

定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第４．副議長の選挙 

○議長（栁迫 好則君）  日程第４、副議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（栁迫 好則君）  ただいまの出席議員は１０人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第２９条第２項の規定によって、立会人に、１番、林田

廣美君、２番、平野和信君を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（栁迫 好則君）  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。したがって、投票用紙

の記載欄には、当選人とすべき議員１人の氏名をお書きください。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱の点検を行います。 

〔投票箱点検〕 

○議長（栁迫 好則君）  異状ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。職員が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票をお願

いします。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 
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 １番  林田 廣美議員      ２番  平野 和信議員 

 ３番  大川 貴哉議員      ４番  新立 啓介議員 

 ５番  宮嶋 弘行議員      ６番  本山 真吾議員 

 ７番  澤井 静代議員      ８番  久村 昌司議員 

 ９番  川野 雄一議員     １０番  栁迫 好則議員 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（栁迫 好則君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 林田廣美君、平野和信君は開票の立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（栁迫 好則君）  投票総数１０票、有効投票１０票、無効投票ゼロ。有効投票のうち、久

村昌司君が１０票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は３票です。したがって、久村昌司君が副議長に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（栁迫 好則君）  ただいま当選されました久村昌司君が議場におられますので、会議規則

第３０条の規定によって、本席から当選の告知を致します。登壇の上、副議長当選承諾の御挨拶

をお願いします。 

○議員（８番 久村 昌司君）  おはようございます。就任の挨拶を申し上げます。 

 ただいま議員の皆様方から副議長として御推挙頂いたことに対しまして、身に余る光栄であり、

感謝申し上げます。 

 町政及び議会としましては、様々な課題があります。今後は、栁迫議長を支えながら、これら

の問題解決について、公正かつ円滑に議会運営ができるよう努めてまいります。 

 今後とも、御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、

就任の挨拶とお礼に致します。ありがとうございました。（拍手） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第５．常任委員会委員の選任 

○議長（栁迫 好則君）  日程第５、常任委員会委員の選任を行います。 

 各常任委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定によって、議長が会議に諮って

指名することになっております。 

 なお、各常任委員の定数は、委員会条例第２条の規定によって５人であります。 
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 お諮りします。各常任委員は、議長が指名することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、常任委員は議長が指名することに決

定しました。 

 それでは、常任委員の指名を致します。 

 総務振興常任委員は川野雄一君、本山真吾君、新立啓介君、林田廣美君、栁迫好則、以上５名

です。 

 教育住民常任委員は、久村昌司君、澤井静代君、宮嶋弘行君、大川貴哉君、平野和信君、以上

５名です。 

 以上のとおり指名したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、指名のとおり各常任委員会の委員は

選任されました。 

 各常任委員は、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長並びに副委員長の互選を行い、

その結果を議長へ報告願います。 

 ここで暫時休憩します。 

午前10時37分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時40分再開 

○議長（栁迫 好則君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ただいま各常任委員会において、委員長、副委員長が決定した旨の報告がありましたので、そ

の結果を発表します。 

 総務振興常任委員会委員長、本山真吾君、副委員長、新立啓介君、教育住民常任委員会委員長、

宮嶋弘行君、副委員長、大川貴哉君、以上です。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第６．議会運営委員会委員の選任 

○議長（栁迫 好則君）  日程第６、議会運営委員の選任を行います。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第５条第４項の規定によって、議長が会議に諮っ

て指名することになっております。 

 なお、議会運営委員の定数は、委員会条例第４条の２第２項の規定によって５人であります。 

 お諮りします。議会運営委員は議長が指名することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



- 13 - 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員は議長が指名すること

に決定しました。 

 それでは、議会運営委員の指名を致します。川野雄一君、澤井静代君、本山真吾君、宮嶋弘行

君、新立啓介君、以上５名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会の委員は、指名のと

おり選任されました。 

 議会運営委員は、委員会条例第８条第２項の規定によって、委員長並びに副委員長の互選を行

い、その結果を議長へ報告願います。 

 ここで暫時休憩します。 

午前10時42分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時44分再開 

○議長（栁迫 好則君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ただいま議会運営委員会において、委員長、副委員長が決定した旨の報告がありましたので、

その結果を発表します。 

 議会運営委員会委員長、川野雄一君、副委員長、澤井静代君、以上です。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第７．議会広報編集特別委員会委員の選任 

○議長（栁迫 好則君）  日程第７、議会広報編集特別委員会委員の選任を行います。 

 議会広報編集特別委員会委員の選任については、委員会条例７条第４項の規定によって、議長

が会議に諮って指名することになっております。 

 なお、議会広報編集特別委員会委員の定数は、委員会条例第５条第２項の規定によって、令和

３年第１回定例会発議第１号において可決されましたとおり５人であります。 

 お諮りします。議会広報編集特別委員会委員は議長が指名することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議会広報編集特別委員会委員は議長

が指名することに決定しました。 

 それでは、議会広報編集特別委員会委員の指名を致します。宮嶋弘行君、新立啓介君、大川貴

哉君、平野和信君、林田廣美君、以上５名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議会広報編集特別委員会の委員は、



- 14 - 

指名のとおり選任されました。 

 議会広報編集特別委員会委員は、委員会条例第８条第２項の規定によって、委員長並びに副委

員長の互選を行い、その結果を議長へ報告願います。 

 ここで暫時休憩します。 

午前10時46分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時49分再開 

○議長（栁迫 好則君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 ただいま議会広報編集特別委員会において、委員長、副委員長が決定した旨の報告がありまし

たので、その結果を発表します。 

 議会広報編集特別委員会委員長、新立啓介君、副委員長、大川貴哉君、以上です。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第８．水俣芦北広域行政事務組合議会議員の選挙 

○議長（栁迫 好則君）  日程第８、水俣芦北広域行政事務組合議会議員の選挙を議題とします。 

 当組合議会議員は、組合規約によって、本町議会議員から２名の選出となっております。この

選出については、組合規約第５条第２項の規定によって、選挙となっております。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

 水俣芦北広域行政事務組合議会議員に、議長並びに副議長を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名した方を当組合議会議員の当選人とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議長並びに副議長が水俣芦北広域行

政事務組合議会議員として選出されました。 

 ただいま水俣芦北広域行政事務組合議会議員に当選されました、私、栁迫好則並びに久村昌司
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君が議場におられますので、会議規則第３０条の規定によって、当選の告知を致します。 

 これで、水俣芦北広域行政事務組合議会議員の選挙を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第９．熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（栁迫 好則君）  日程第９、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を議題としま

す。 

 当広域連合議会議員は、広域連合規約第８条第１項の規定によって、津奈木町の町長並びに議

会議員のうちから１名を本議会議員において選挙するもので、地方自治法第１１８条の規定に基

づき実施するものです。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に、私、栁迫好則を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名しました方を当広域連合議会議員の当選人とすることに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、私、栁迫好則が熊本県後期高齢者医

療広域連合議会議員として当選しました。 

 会議規則第３０条第２項の規定によって、当選の告知を致します。 

 これで、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１０．承認第１号 令和４年度津奈木町一般会計補正予算（第６号）の専決処

分の承認を求めることについて 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１０、承認第１号令和４年度津奈木町一般会計補正予算（第

６号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本件について、提出理由の説明を求めます。町長、山田豊隆君。 
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○町長（山田 豊隆君）  承認第１号令和４年度津奈木町一般会計補正予算（第６号）の専決処分

の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

 この補正予算は、特別交付税の交付確定及び令和４年度各事業等の実績に基づき補正を行って

おります。 

 歳出の主なものについて御説明申し上げます。 

 総務費の財産管理費では、町有施設整備基金積立金を増額し、地域振興費ではふるさと納税寄

附金の見込額に合わせ、返礼品に係る報償費を増額致しております。 

 民生費及び衛生費では、各事業の実績及び決算見込みにより減額致しております。 

 また、それぞれの項目におきまして、補助金及び地方債の決定に伴い、財源を組替え致してお

ります。 

 歳入の主なものについて御説明申し上げます。 

 地方譲与税、法人事業税交付金、地方消費税交付金、地方交付金の特別交付税では、確定に合

わせ増額致しております。 

 国県支出金、給付金、繰入金、諸収入、町債につきましては、決定及び実績により増減致して

おります。 

 第２表、繰越明許費補正は、林道施設災害復旧事業など４事業を追加致しております。 

 第３表、地方債補正は、町道町原線道路改良事業債など５事業を事業費及び補助金の決定に伴

い、限度額を変更致しております。 

 歳入歳出補正総額は９,１００万円の増額で、予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億８,１７０万

円と致しております。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  提出理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 歳入は１ページから１３ページ、歳出は１４ページから１７ページです。 

 歳出から質疑を行います。１４ページ、１５ページ。新立啓介君。 

○議員（４番 新立 啓介君）  歳出の財産管理費で積立金は今回９,１００万と積立金がござい

ますけれども、今現在の基金の残高と施設整備計画に基づく予算に対して、どの程度の割合で積

立てがあるのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（栁迫 好則君）  総務課長、財部大介君。 

○総務課長（財部 大介君）  お答えします。３月末時点の基金全体の額と致しましては、４２億

５,１００万円でございます。そのうち、町有施設整備基金が８億８,３００万円となってござい

ます。 



- 17 - 

 今回、９,１００万円を積み立てますので、町有施設整備基金につきましては、９億７,４００万

円程度の残額となる見込みでございます。 

 また、町有施設の今後どの程度の配分といいますか、割当てということにつきましては、昨年

６月の議会でも質問にお答えしておりますが、あくまでも今後の町の町有施設の大規模な改修、

改築に備えた積立てということでございますので、事業予算の規模に応じまして、その都度必要

な額を積み立ててまいる予定でございます。 

 以上です。 

○議長（栁迫 好則君）  ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  １６、１７ページ、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 次に、歳入の質疑を行います。 

 １０ページ、１１ページ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  １２ページ、１３ページ。歳入での質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  討論なしと認めます。 

 これから、承認第１号令和４年度津奈木町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認を求

めることについてを採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、承認第１号は承認することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１１．承認第２号 令和４年度津奈木町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第５号）の専決処分の承認を求めることについて 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１１、承認第２号令和４年度津奈木町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第５号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 
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 本件について、提出理由の説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  承認第２号令和４年度津奈木町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

５号）の専決処分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

 歳入について、御説明申し上げます。 

 県支出金の保険給付費等交付金では、普通交付金の決定に伴い減額し、繰入金の一般会計繰入

金では、実績により増減致しております。 

 歳出については、保険給付費の一般被保険者療養給付費を実績見込みにより減額致しておりま

す。 

 歳入歳出補正総額は１億３,５４０万円の減額で、予算の総額を歳入歳出それぞれ９億３,２２０万

円と致しております。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  提出理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。歳入歳出一括して行います。 

 歳入６ページ、歳出７ページです。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  討論なしと認めます。 

 これから、承認第２号令和４年度津奈木町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）の専

決処分の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、承認第２号は、承認することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１２．承認第３号 令和４年度津奈木町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第４号）の専決処分の承認を求めることについて 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１２、承認第３号令和４年度津奈木町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第４号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本件について、提出理由の説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  承認第３号令和４年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）
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の専決処分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

 歳入では、後期高齢者医療保険料の特別徴収及び普通徴収保険料を確定のため増減し、繰入金

の事務費及び保険基盤安定繰入金を実績により増減致しております。 

 歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金を実績により減額致しております。 

 歳入歳出補正総額は６５０万円の減額で、予算の総額を歳入歳出それぞれ９,７８０万円と致

しております。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  提出理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。歳入歳出一括して行います。 

 歳入６ページ、歳出７ページです。新立啓介君。 

○議員（４番 新立 啓介君）  歳入の特別徴収保険料、減額の８９２万円、この主な内容を教え

ていただきたいと思います。 

○議長（栁迫 好則君）  ほけん福祉課長、葦浦祐一君。 

○ほけん福祉課長（葦浦 祐一君）  特別徴収保険料につきましては、年金より差し引かれるもの

でございますが、これが当初見込みより８９２万円減額したということで減額しております。 

○議長（栁迫 好則君）  ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  討論なしと認めます。 

 これから、承認第３号令和４年度津奈木町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）の

専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、承認第３号は承認することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１３．承認第４号 令和４年度津奈木町介護保険事業特別会計補正予算（第

５号）の専決処分の承認を求めることについて 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１３、承認第４号令和４年度津奈木町介護保険事業特別会計補正

予算（第５号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 
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 本件について、提出理由の説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  承認第４号令和４年度津奈木町介護保険事業特別会計補正予算（第

５号）の専決処分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

 歳入について御説明申し上げます。 

 保険料の第１号被保険者保険料では、実績により増額致しております。 

 国庫支出金の支払基金交付金及び都道府県支出金では、確定によりそれぞれ増減致しておりま

す。 

 繰入金の介護給付費準備基金繰入金では、決算見込みにより減額致しております。 

 歳出では、保険給付費で、居宅介護サービス給付費及び高額サービス費を決算見込みにより増

額し、諸支出金の償還金を確定により増額致しております。 

 歳入歳出補正総額は１,０００万円の増額で、予算の総額を歳入歳出それぞれ８億６,５９０万

円と致しております。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  提出理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 歳入６ページ、７ページ、歳出８ページです。 

 歳出から質疑を行います。８ページ、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 次に、歳入の質疑を行います。６ページ、７ページです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  討論なしと認めます。 

 これから、承認第４号令和４年度津奈木町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）の専決処

分の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、承認第４号は承認することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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追加日程第１４．承認第５号 令和４年度津奈木町恒久対策事業特別会計補正予算（第

３号）の専決処分の承認を求めることについて 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１４、承認第５号令和４年度津奈木町恒久対策事業特別会計補正

予算（第３号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本件について、提出理由の説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  令和４年度津奈木町恒久対策事業特別会計補正予算（第３号）の専決処

分の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

 第１表、繰越明許費は、内野ため池排水口撤去事業につきまして、年度内完了ができませんの

で、令和５年度へ繰り越すものでございます。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  提出理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 繰越明許費のみです。２ページ、第１表、繰越明許費、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  討論なしと認めます。 

 これから、承認第５号令和４年度津奈木町恒久対策事業特別会計補正予算（第３号）の専決処

分の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、承認第５号は承認することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１５．承認第６号 津奈木町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を

求めることについて 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１５、承認第６号津奈木町税条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本件について、提出理由の説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  承認第６号津奈木町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求

めることについてを御説明申し上げます。 
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 今回の補正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行により、本条例を改正するものであり

ます。 

 主な改正内容としまして、令和２年７月豪雨災害に係る固定資産税の特例の適用を受けようと

する者がすべき申告等についての規定を整理し、軽自動車税の種別割のグリーン化特例について、

特例の期限を３年間、２５％軽減の対象については２年間を延長し、地方税法施行規則等の様式

新設に伴い、引用様式等を追加、全体的な項ずれによる改正ほかを行っております。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  提出理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  討論なしと認めます。 

 これから、承認第６号津奈木町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることに

ついてを採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、承認第６号は承認することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１６．承認第７号 令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第１号）の専決処

分の承認を求めることについて 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１６、承認第７号令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第

１号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本件について、提出理由の説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  承認第７号令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第１号）の専決処分

の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 

 この補正予算は、新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施期間延長により、補正を行って

おります。 

 歳出について御説明申し上げます。 

 衛生費の予防費で、新型コロナウイルスワクチン接種業務に係る各種費用を計上致しておりま
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す。 

 歳入について御説明申し上げます。 

 国庫支出金の衛生費国庫負担金では、新型コロナウイルスワクチン接種対策国庫負担金を計上

し、衛生費国庫補助金では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を計上

致しております。 

 繰入金では、財政調整基金繰入金を減額致しております。 

 歳入歳出補正総額は２,３３０万円の増額で、予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億１,２３０万

円と致しております。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  提出理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。歳入歳出一括して行います。 

 歳入６ページ、歳出７ページです。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  討論なしと認めます。 

 これから、承認第７号令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求

めることについてを採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、承認第７号は承認することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１７．承認第８号 令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第２号）の専決処

分の承認を求めることについて 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１７、承認第８号令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第

２号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本件について、提出理由の説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  承認第８号令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第２号）の専決処分

の承認を求めることについて、御説明申し上げます。 
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 この補正予算は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業により補正

を行っております。 

 歳出について御説明申し上げます。 

 民生費の児童措置費で子育て世帯生活支援特別給付金事業に係る各種費用を計上致しておりま

す。 

 歳入について御説明申し上げます。 

 国庫支出金の民生費国庫補助金で、新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金

を計上致しております。 

 歳入歳出補正総額は４２０万円の増額で、予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億１,６５０万

円と致しております。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  提出理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。歳入歳出一括して行います。 

 歳入６ページ、歳出７ページです。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  討論なしと認めます。 

 これから、承認第８号令和５年度津奈木町一般会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求

めることについてを採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、承認第８号は承認することに決定し

ました。 

 ここで、議案を配付しますので暫時休憩します。 

午前11時18分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時19分再開 

○議長（栁迫 好則君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（栁迫 好則君）  配付漏れなしと認めます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１８．同意第３号 津奈木町監査委員の選任同意について 

○議長（栁迫 好則君）  日程第１８、同意第３号津奈木町監査委員の選任同意についてを議題と

します。 

 この同意３号の件は、地方自治法第１１７条の規定によって、除斥に該当しますので、澤井静

代君の退場を求めます。 

〔澤井静代君退場〕 

○議長（栁迫 好則君）  本件について、提出理由の説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  同意第３号津奈木町監査委員の選任同意について、御説明申し上げます。 

 議会選出の監査委員が、議会議員の任期満了に伴いまして、任期切れとなっておりますので、

澤井静代氏を選任致したく、ここに御提案申し上げます。 

 澤井静代氏は、御承知のとおり、これまでの議員活動により住民からの信頼も厚く、堅実な性

格から、公正な町の行財政運営に寄与していただけるものと確信しており、監査委員として最適

任者と考えるものであります。 

 よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  提出理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  討論なしと認めます。 

 これから、同意第３号津奈木町監査委員の選任同意についてを採決します。この採決は、起立

によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（栁迫 好則君）  起立多数です。したがって、同意３号は同意することに決定しました。 

 ここで、澤井静代君の入場を認めます。 

〔澤井静代君入場〕 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１９．報告第１号 津奈木町一般会計繰越明許費の繰越計算書の報告について 
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○議長（栁迫 好則君）  日程第１９、報告第１号津奈木町一般会計繰越明許費の繰越計算書の報

告についてを議題とします。 

 本件について、説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  報告第１号津奈木町一般会計繰越明許費の繰越計算書の報告について、

御説明申し上げます。 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和４年度津奈木町一般会計繰越明許費

３８事業について、別紙繰越計算書のとおり報告致します。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（栁迫 好則君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これで、報告第１号を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２０．報告第２号 津奈木町簡易水道事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の

報告について 

○議長（栁迫 好則君）  日程第２０、報告第２号津奈木町簡易水道事業特別会計繰越明許費の繰

越計算書の報告についてを議題とします。 

 本件について、説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  報告第２号津奈木町簡易水道事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報

告について、御説明申し上げます。 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和４年度津奈木町簡易水道事業特別会計

繰越明許費２事業について、別紙繰越計算書のとおり報告致します。よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（栁迫 好則君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これで、報告第２号を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２１．報告第３号 津奈木町恒久対策事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の

報告について 

○議長（栁迫 好則君）  日程第２１、報告第３号津奈木町恒久対策事業特別会計繰越明許費の繰
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越計算書の報告についてを議題とします。 

 本件について、説明を求めます。町長、山田豊隆君。 

○町長（山田 豊隆君）  報告第３号津奈木町恒久対策事業特別会計繰越明許費の繰越計算書の報

告について、御説明申し上げます。 

 地方自治法施行例第１４６条第２項の規定により、令和４年度津奈木町恒久対策事業特別会計

繰越明許費１事業について、別紙繰越計算書のとおり報告致します。よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（栁迫 好則君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  質疑なしと認めます。 

 これで、報告第３号を終わります。 

 ここで、追加議事日程（第１号の２）を配付します。 

 暫時休憩致します。 

午前11時26分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時27分再開 

○議長（栁迫 好則君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  配付漏れなしと認めます。 

 お諮りします。議員派遣の件及び各委員長から提出されました閉会中の継続調査の申出の３件

を日程に追加し、日程第２２から日程第２５までとして議題としたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件及び各委員長からの閉

会中の継続調査の申出の３件を日程に追加し、日程第２２から日程第２５までとして議題に追加

することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２２．議員派遣の件 

○議長（栁迫 好則君）  日程第２２、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第
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１２１条の規定によって、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配付のとお

り派遣することに決定しました。 

 なお、議員派遣について、期間等、やむを得ず変更を生じる場合は、議長に一任願いたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、議長に一任することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２３．議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

追加日程第２４．総務振興常任委員会の閉会中の継続調査の件 

追加日程第２５．教育住民常任委員会の閉会中の継続調査の件 

○議長（栁迫 好則君）  お諮りします。日程第２３から日程第２５までの各委員長から提出があ

りました閉会中の継続調査の申出３件を一括議題としたいと思います。これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、日程第２３から日程第２５までを一

括議題とすることに決定しました。 

 お諮りします。日程第２３、議会運営委員会の閉会中の継続調査の件、日程第２４、総務振興

常任委員会の閉会中の継続調査の件、日程第２５、教育住民常任委員会の閉会中の継続調査の件

は、申出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（栁迫 好則君）  異議なしと認めます。したがって、日程第２３から日程第２５までは各

委員長申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（栁迫 好則君）  以上で、本臨時会の日程は全て終了しました。 

 これで、令和５年第１回臨時会を閉会します。お疲れさまでございました。 

午前11時30分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

○議長（栁迫 好則君）  ここで、町長、山田豊隆君から発言の申出があっておりますので、これ

を許します。町長、山田豊隆君。 
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○町長（山田 豊隆君）  議長のお許しを頂きましたので、閉会に当たりまして、一言御挨拶を申

し上げます。 

 本臨時会に上程致しました補正予算及び条例の専決処分等に対し御承認賜り、誠にありがとう

ございました。 

 スムーズな議会運営の中、新しい議会構成がなされ、議長、副議長をはじめ各常任委員会委員

長、監査委員など全ての陣営が決定されたこと、あるいは、その重責に対し敬意を表するもので

あります。 

 これに伴いまして、役場内部の協議会、委員会などなど、様々な役職をお願いすることになる

かと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 令和２年７月豪雨災害の復旧は、おおむねめどが立ちましたが、津奈木町の振興はいまだ道半

ばです。令和５年度の事業執行に向けて、私たちも身を引き締めて事業に当たってまいりますが、

住民の皆様と直結した議員の皆様の御意見こそが、津奈木町の発展と住民の幸せにつながるもの

と思いますので、今後とも御指導、御鞭撻のほどをどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 最後になりますが、津奈木町議会のますますの発展と、議員各位の御健勝、御活躍を祈念し、

閉会の御挨拶と致します。ありがとうございました。 

○議長（栁迫 好則君）  閉会の御挨拶を申し上げます。 

 本臨時会では、議長、副議長の選挙をはじめ多くの案件について御審議を頂きましたが、議員

各位の御精励により、ただいま無事に閉会を宣言できましたことには、新議長として誠に喜びに

たえません。 

 町長はじめ執行部各位におかれましても、審議の間、常に真摯な態度をもって御協力頂きまし

たことに対し、深く敬意を表します。 

 今回、議員各位の御推挙により、議長という大役を仰せつかりましたが、住民の負託に応える

べく精進してまいりたいと思いますので、引き続き御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。 

 最後に、皆様方におかれましては、十分健康に留意され、より一層の町政の推進に御協力を賜

りますよう切にお願い申し上げ、閉会の御挨拶と致します。御苦労さまでした。 

午前11時34分終了 
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